１８川健障計第６６７号　

平成１９年　３月　２日　

関係事業所長　様

川崎市健康福祉局障害保健福祉部長　

移動支援事業の一部改正について（通知）

　平素より障害保健福祉行政の推進にご協力いただきありがとうございます。

　障害者自立支援法の施行に伴い、市町村地域生活支援事業である移動支援事業につきまして、本年１０月１日から施行したところですが、円滑な実施を確保するため、次の通り一部改正しますので通知します。

１　改正事項

（1） ふれあいガイドの報酬基準の改正について

　　ア　２時間加算・３時間加算・３時間超加算の新設について
　　　　ふれあいガイドについては、現在、初期加算として５０単位／回を設定しているところであるが、この初期加算は、１時間以下を提供した場合のみ算定することとし（１時間加算）、１時間を超えて２時間以下を提供した場合は７５単位／回（２時間加算）、２時間を超えて提供した場合は１００単位／回（３時間加算）、３時間を超えて提供した場合は１２５単位／回（３時間超加算）の加算を新たに設定する。

　　　　１時間以下提供　　　　　→　１時間加算　　　５０単位／回（改称）

　　　　１時間超２時間以下提供　→　２時間加算　　　７５単位／回（新設）

　　　　２時間超３時間以下提供　→　３時間加算　　１００単位／回（新設）

　　　　３時間超提供　　　　　　→　３時間超加算　１２５単位／回（新設

　　イ　ふれあいガイドにおける６時間から８時間までの報酬基準の新設について

　　　ふれあいガイドについては、６時間以下６００単位、７時間以下７００単位、７時間超８００単位の報酬基準を新設する。

　　　　１時間以下　１００単位

　　　　２時間以下　２００単位

　　　　３時間以下　３００単位

　　　　４時間以下　４００単位

　　　　５時間以下　５００単位

　　　　６時間以下　６００単位（新設）

　　　　７時間以下　７００単位（新設）

　　　　７時間超　　８００単位（新設）

　　ウ　提供体制加算の廃止について

　　　　提供体制加算については、アの加算創設及びイの報酬基準創設に伴い、廃止する。

（2） 私的契約によるサービス提供について

　本事業については、サービスの利用要件の緩和に伴い、ふれあいガイドにかかるサービス提供の応諾義務を課さないこととしているところであるが、このことをもって、ふれあいガイドの報酬を短時間算定した後、連続的に私的契約に基づくサービスの利用を求める対応が見受けられるところである。しかしながら、本事業は、一定の連続性をもった支援を提供するためのものとしているところであり、その趣旨に鑑みると、このような対応は、適切なものではない。

したがって、本事業にかかる私的契約について、具体的な取扱いについては、次の通りとする。

　　ア　私的契約によるサービス提供ができない範囲

　　　移動支援及びふれあいガイドとしてサービスの提供を開始した場合、その時間から、移動支援における５時間及びふれあいガイドにおける８時間以内においては、私的契約によるサービスの提供は認められない。

（3） 挙証資料の確保に関する運用緩和について

　　ア　確保すべき資料について

　　　現在、目的地もしくは目的地付近において、目的地に到着したことを証明する資料を確保することとしているところであるが、サービスを提供した経路において確保できる資料等をもって代えることができることとする。なお、具体的な取扱いは、次の通りとする。

　　（ア）鉄道、船舶、タクシー等の交通機関を利用した場合

　　　　実際に使用した経路における乗車券、乗船券等の領収書に、乗車駅、乗船場もしくは乗車地点及び下車駅、下船場もしくは降車地点を記入する。

　　（イ）バス等領収書が発行されない交通機関のみを利用した場合

　　　　１日乗車券を利用する場合は、その乗車券に、乗車地点及び降車地点を記入する。それ以外の場合、目的地に到着したことを証明する資料を確保する。

　　（ウ）鉄道、船舶、タクシー等とバス等領収書が発行できない交通機関の両方利用した場合

　　　　目的地が一つの場合、（ア）の資料を確保すればよいこととし、バス等については、（イ）にかかる資料を確保する必要はなく、乗車時間及び降車時間を記録すればよい。

　　　　目的地が複数の場合、出発地点から目的地、目的地から次の目的地、目的地から終了地点の単位で（ア）の資料を確保すればよいこととし、バス等については、（イ）にかかる資料を確保する必要はなく、乗車時間及び降車時間を記録すればよい。

　　（エ）徒歩のみにより移動した場合

　　　　目的地に到着したことを証明する資料を確保する。

　　イ　短時間の提供にかかる挙証資料確保の省略について

　　　日常生活圏内における公共機関などでの手続き、銀行、郵便局での手続き、生活必需品の買い物等については、公共交通機関を利用しないことが多いことが想定され、かつ短時間で終了することが見込まれることから、移動支援における１時間以下のサービス提供については、挙証資料の確保を省略することができることとする。

　　ウ　サービスの提供記録等の作成について

　　　　ア、イの緩和措置に伴い、居宅介護と同様に、移動支援事業についても提供記録の作成を義務付けることとする。この様式は、別添の通りであり、本様式における領収書等添付欄に、アの資料を添付することとする。なお、様式については、前記の内容が記載されているものであれば、事業所の任意様式でよい。

　　　　また、従業者の稼動記録の作成も義務付けることとし、当該報告書において、サービス類型（移動支援・ふれあいガイドの区分）、従業者の稼動日時、対象利用者を記載するものとする。

２　改正時期

平成１９年４月１日に改正する。

３　挙証資料の確保に関する留意事項

（１）利用者に対する挙証資料の確保要求の禁止について

本事業施行時より、利用者に対して挙証資料の確保を求めることは適当でない旨指導してきたところであるが、依然として不適切な対応が見られるところであり、本旨の徹底を図られたい。

（２）目的地における挙証資料の確保について

　また、目的地において、利用者及び関係機関等の協力を得られる範囲で資料を確保するよう指導してきたところであるが、今回の挙証資料の確保に関する運用緩和を踏まえ、より一層の適正な運用を確保されたい。
　なお、目的地に到着したことを証明する資料は、目的地にて配布しているパンフレット（移動目的と関連がなくてもよい）や目的地の入場券の半券、デジタルカメラや携帯電話にて撮影して電磁媒体に保存してある画像（目的地が判別できればよいものであり、本人が写っている必要はない）等、事業者が確保しやすい任意のものとしているところであり、利用者から領収書の写しの提出を強要することや、関係機関等に対して、通常業務の範囲外の負担を求めることは、不適切な事例であるので、併せてご留意されたい。

４　その他の留意事項

　平成１９年４月より、支給決定の期間更新が随時実施されていくこととなるが、これに伴って契約も更新されることとなるため、代理受領の委任状の再提出が必要となるので、ご留意されたい。

障害計画課　障害者自立支援運用担当　　

　　　電話　　　　200－2927（内33622）　　

　　　FAX　　　　200－3932（内33799）　　

　　　E-mail　　　35syokei@city.kawasaki.jp　









